
（都道府県名：茨城県）

計画時
（平成18年度）

目標
（平成19年度）

事業実施後
（平成19年度）

達成率

経営力の強化
担い手の育成・確
保

認定農業者等担
い手育成対策の
推進

当県において認定農業者の
育成・確保を行う

７，６９６経営体
（平成19年3月末）

８，３００経営体
(平成20年3月末)

７，９５４経営体
（平成20年3月末）

42.7%

県段階及び市町村段階に設立した担い手育成
総合支援協議会が中心となって，説明会や戸別
訪問等による認定への誘導を行い，認定農業者
７，９５４経営体を育成した。今後も，県農業・農
村振興計画や担い手育成総合支援協議会のア
クションプログラムに基づき認定農業者の育成・
確保に向けた取り組みを推進する。

経営力の強化
担い手への農地利
用集積の促進

農地利用集積の
推進

担い手への農地の
利用集積率

２１．２％
（平成19年3月末）

２３．４％
(平成20年3月末)

２２．４％
（平成20年3月末）

54.5%

農地利用集積率はＨ１９．３月から向上してお
り，Ｈ２０．３月現在では２２．４％である。今後も
水田経営所得安定対策の要件を満たす農業者
の育成等の推進により，担い手への農地利用集
積を図る。

経営力の強化
新規就農者の育
成・確保

道府県農業大学
校等再チャレン
ジ活用促進

新規就農者の育成

従来の研修教育課
程修了者の就農者
数
４０名
（平成19年3月末）

新たな研修教育
課程修了者の就
農者数
４５名
(平成20年3月末)

新たな研修教育
課程修了者の就
農者数
７０名
(平成20年3月末)

155.6%

新規参入者や団塊の世代など定年帰農者を対
象とした就農支援研修に１０７名が参加し，７０名
が就農した。今後も新規参入者や団塊の世代な
ど定年帰農者を対象とした就農支援研修を開催
し，新規就農者の育成を図っていく。

（注）１．産地競争力の強化を目的とする取組名欄の（ ）内には、対象作物・畜種等名を記入する。

２．複数の項目を成果目標として掲げている場合、成果目標の達成率は、それぞれの項目の達成率の平均値とする。

３．都道府県による評価結果（所見）には、目標達成状況を踏まえた都道府県としての評価の結果を記載するとともに、達成率が低い場合には、その要因分析及び今後の対応方針等を記載する。

※様式は「強い農業づくり交付金の事業評価の実施について」（平成１７年１０月３日付け１７生産第３５１０号農林水産省大臣官房国際部長、農林水産省総合食料局長、農林水産省生産局長、農林水産省経営局長通知）別記
様式２に準じる。

都道府県事業実施計画評価報告書（推進事業）

国による評価都道府県による評価結果（所見）政策目的 取組名政策目標

目標数値
成果目標の具体的な

内容

取組名ごとに見ると，
新規就農者の育成確
保については，目標が
達成されているが，県
全体で見ると担い手の
育成確保について及
び担い手への農地の
利用集積について，目
標達成されていないた
め達成率が低くなって
いる。


